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(公印省略)

使用薬剤の薬価{薬価基準)� の一部改正について

f使用薬剤の薬縞{薬価基準)J (平成20年厚生労働省告示第60号。以下� f薬価護基準J
という。)及てy.r療緩規艇長び薬担規期並びに療担造基準に基づき厚生労働大陸が定める
掲示事項等J(平成四年厚生労働省告示第107，1号。以下「掲示事項等告示Jどいう� 0) に
ついては、平成25年厚生労働省告示第210号及び第21Hすそもって改正され、問日付で適
用されたところですが、その概要は下記のどおりですので、貴管下の保険医療機関、審戸
査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

1 薬錨薬、準の一部改工去について� ) 
(1) 	 薬事法(昭和35年法律第145号)の規定に議長づき製造販売承認され、薬価基準へ

のi奴裁希望があった医薬品{内用薬520品問、投射薬82品目及びタト用薬113品問)
について、薬価議基準のgrJ表に収載したものであること。� 

(2) 	 (1)により燕価基準の別表に収載されている金服薬品の品目数は、次のとおりで
あること。

記 

区分 内用薬注射、薬 外用 薬 歯科用薬剤 言十

品目数� 10，210 4，1 1 9 2，628 27 16，984 

ι.‘ 

















































































